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船舶事故調査報告書 

 

 

船種船名 モーターボート 三王丸 

船舶番号 ２２０－２１０８４新潟 

総トン数 ５トン未満（長さ５.１０ｍ） 

 

事故種類 転覆 

   発生日時 不明（平成２１年６月１３日 ０５時３０分ごろ～１５時２０分ご

ろの間） 

   発生場所 不明（新潟県阿賀野川河口付近） 

（概位 北緯３７°５７.９′ 東経１３９°０７.８′） 

 

 
                       平成２２年１０月１４日 
                 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 
                    委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
                    委   員  山 本 哲 也 
                    委   員  根 本 美 奈 
 

 
１ 船舶事故調査の経過 

 
１.１ 船舶事故の概要 
モーターボート三

さん

王
のう

丸は、船長ほか知人２人が乗船し、新潟県阿賀野川にある係留

地から出航し、阿賀野川北方沖の釣り場に向かったが、平成２１年６月１３日（土）

１５時２０分ごろ阿賀野川河口沖で転覆しているところを発見された。 

船長は阿賀野川河口付近の海岸で、同乗者２人は本船の近くでそれぞれ発見され

たが、死亡が確認された。 

三王丸は、船外機に濡れ損を生じた。 

 
１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年６月１３日、本事故の調査を担当する主管調査
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官（仙台事務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２１年６月１５日、２２日、２９日 口述聴取 

平成２１年６月１６日 現場調査 

平成２１年６月１８日、２２日、３０日、７月３日、１０日、８月３日、平成

２２年５月３１日、６月９日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者からの意見聴取は、３人全員が本事故で死亡したため、行わなかっ

た。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、海上保安庁の情報並びに船長及び同乗者（以下

「同乗者Ａ」という。）のそれぞれの家族の回答書によれば、次のとおりであった。 

三王丸（以下「本船」という。）は、船長ほか同乗者Ａ及び知人１人（以下「同乗

者Ｂ」という。）が乗船し、平成２１年６月１３日０５時３０分ごろ新潟県新潟市の

阿賀野川にある係留地から出航し、阿賀野川河口北方沖の釣り場に向かった。 

本船の係留地の近くに漁船を係留している知人は、いつもの帰港時刻を過ぎても

本船が帰港しないので、船長の携帯電話に連絡したが応答がないことから、１４時

００分ごろ同乗者Ａ宅に同乗者Ａの携帯電話の番号を教えて欲しいと電話した。 

同乗者Ａの家族は、知人に携帯電話の番号を教えるとともに、自らも同乗者Ａの

携帯電話に連絡したが、応答がないため、船長の家族に電話して状況を説明した。 

船長の家族は、船長の携帯電話に連絡したが応答がないので、本船の係留地に赴

き、知人と相談して海上保安庁に捜索を依頼することとした。 

海上保安庁は、１４時５０分ごろ、帰港予定時刻を過ぎても戻ってこないとの通

報を受け、巡視船艇を出動させて捜索したところ、１５時２０分ごろ、阿賀野川河

口から約４㎞沖に転覆している本船を発見し、１５時４０分ごろ、付近の海面で同

乗者Ａ及び同乗者Ｂを救助したが、搬送した病院で死亡が確認された。 

船長は、１８時３０分ごろ、阿賀野川河口付近の海岸で発見されたが、死亡が確

認された。 
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本事故の発生日時は、平成２１年６月１３日０５時３０分ごろ～１５時２０分ご

ろまでの間で、発生場所は、阿賀野川河口付近であった。 

（付図１ 阿賀野川河口付近（概略図） 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 海上保安庁の情報及び死体検案書によれば、乗船者３人の死因はいずれも溺水で

あった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船外機に濡れ損を生じたが、船体に損傷はなかった。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

   (1) 性別、年齢、操縦免許証 

   ① 船長 男性 ５６歳 

       二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

        免許登録日 昭和５３年１２月２２日 

        免許証交付日 平成１８年１２月１３日 

（平成２４年２月２５日まで有効） 

② 同乗者Ａ 男性 ５８歳 

       二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成３年１２月２日 

免許証交付日 平成２０年４月２１日 

 （平成２５年４月２０日まで有効） 

③ 同乗者Ｂ 男性 ５６歳 

      操縦免許証を受有していなかった。 

  (2) 乗船経験等 

   ① 船長 

      船長の家族の回答書によれば、モーターボートなどに乗るようになった

のは２０年ぐらい前からで、平成１２年ごろから自らが船長として乗船す

るようになり、本船は、船長が所有した２隻目の船であった。 

   ② 同乗者Ａ及び同乗者Ｂ 

船長及び同乗者Ａのそれぞれの家族の回答書によれば、次のとおりで 

あった。 

   同乗者Ａは、船長の元同僚で、平成２１年春以降も本船で２回くらい釣

りに行ったことがあった。 
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       同乗者Ｂは船長の幼なじみであり、本船に乗船するのは初めてであっ 

た。 

  (3) 健康状態  

船長及び同乗者Ａのそれぞれの家族の回答書によれば、船長及び同乗者Ａ

ともに健康状態は良好であった。 

   

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２２０－２１０８４新潟 

船 籍 港  新潟県新潟市 

船舶所有者  個人所有 

長    さ  ５.１０ｍ 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  ５.１０ｍ×１.４５ｍ×０.６３ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ガソリン機関１基 

出    力  １８kＷ（連続最大） 

用    途  プレジャーモーターボート 

航 行 区 域  限定沿海区域 

進水年月日  昭和５２年４月２日 

最大搭載人員  旅客４人、船員１人計５人 

 

 2.5.2 船体構造及び救命胴衣 

  本船は、和船型の１層甲板で、船尾端中央部に船外機を取り付けていた。 

 （写真１ 船体の状況（１）、写真２ 船体の状況（２） 参照） 

海上保安庁の情報並びに船長及び同乗者Ａのそれぞれの家族の回答書によれば、

発見されたとき、同乗者Ａは救命胴衣を着用していたが、船長及び同乗者Ｂは救

命胴衣を着用していなかった。なお、船長は、自宅を出る時には救命胴衣を持参

して本船に向かった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象庁発表の天気概要 

  平成２１年６月１３日、北海道の西の海上に低気圧が停滞し、関東の東の海上 

に低気圧が発生して、寒気を伴った気圧の谷が日本上空を通過した。 
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2.6.2 気象庁の気象観測 

  (1) 阿賀野川河口の西方約１.５㎞に位置する松浜地域気象観測所による事

故当日の観測値は、次のとおりであった。 

風は、００時１０分～０４時４０分の間は南西～北西風が、０５時１０

分～２４時００分の間は風力１～３の北～北東風が吹いていた。 

 気温は、０８時００分に１６.９℃、１０時００分に１７.３℃、１２時

００分に１８.１℃、１４時００分に１９.０℃であった。 

   (2) 新潟港東港地区における、本事故当日の最大風速は０９時２０分の  

４.９m/s、最大瞬間風速は０９時１６分の７.６m/s で、いずれも北北東風

であった。 

   (3) 阿賀野川河口の南西方約９㎞に位置する新潟地方気象台における事故当

日の観測値は、次のとおりであった。 

風は、００時１０分～０４時５０分の間は南西～北北西風が吹き、０５時

００分～１２時３０分の間は風力 1～２の北西～北東風が吹いていた。 

気温は、０８時００分に１６.９℃、１０時００分に１７.３℃、１２時  

００分に１８.２℃、１４時００分に１９.３℃であった。 

０５時３５分～０６時００分及び０６時０５分～１０時３５分の間に 

しゅう雨性の降水が観測され、同日０９時４７分～１０時１５分の間に雷鳴

が観測された。 

 

2.6.3 波の観測値 

阿賀野川河口の北方約５㎞に位置する新潟港外港波浪観測塔における、事故当

日の観測値は次のとおりであった。 

   (1) 有義波∗1の波高、周期及び平均波向 

     ０２時  波高０.４５ｍ 周期６.０秒 平均波向ＮＷ 

     ０４時  波高０.５０ｍ 周期６.５秒 平均波向Ｎ 

     ０６時  波高０.７９ｍ 周期８.０秒 平均波向Ｎ 

     ０８時  波高１.３２ｍ 周期９.６秒 平均波向Ｎ 

     １０時  波高１.４１ｍ 周期９.１秒 平均波向Ｎ 

     １２時  波高１.３０ｍ 周期８.４秒 平均波向Ｎ 

     １４時  波高１.０８ｍ 周期８.１秒 平均波向Ｎ 

     １６時  波高０.９７ｍ 周期７.６秒 平均波向Ｎ 

                         
∗1  「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の 1/3 の個

数の波を選び、これらの波高及び周期を平均したものをいう。 
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   (2) 最高波の波高及び周期 

     ０６時  波高１.２３ｍ 周期９.４秒 

     ０８時  波高２.３６ｍ 周期９.４秒 

     １０時  波高２.３５ｍ 周期８.７秒 

     １２時  波高１.９４ｍ 周期９.０秒 

     １４時  波高１.６４ｍ 周期８.３秒 

     １６時  波高１.４３ｍ 周期９.０秒 

  

2.6.4 漁船船長の観測 

 当日出漁した地元漁業協同組合所属の漁船船長（以下「地元漁船船長」という。）

の口述によれば、次のとおりであった。 

０７時ごろ、阿賀野川河口の沖では波高約１.５～２ｍのうねりがあり、同河口

付近では波頭が砕けていた。０８時ごろには波高約２ｍとなったが、１０時を過

ぎたころから次第に収まっていった。 

 

2.6.5 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、新潟港における潮汐は、００時２３分が低

潮時で潮高５cm、０７時５８分が高潮時で潮高２２cm、１０時４４分が低潮時で

潮高２１cm であった。 

 

2.6.6 水温 

海上保安庁発行の海洋速報第１０９号によれば、新潟県西方の日本海における表

面水温は約１８℃であった。 

 

2.6.7 磯波及び河口付近の波 

文献∗2によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合には、水深と

海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効果によって波高が増大

し、波長も短くなり、結局、波形勾配∗3が急 峻
しゅん

になって砕波する。これが、いわ

ゆる磯波である。 

磯波の形状の一つに、波の前面が次第に急になり、ついには切り立った崖状に

なり、峰が前に覆いかぶさって、前方へ投げ出されるように瞬間的に砕ける巻き

                         
∗2  出典 波浪学の ABC、磯﨑一郎、(株)成山堂書店（平成１８年８月２８日発行） 
∗3  「波形勾配」とは、波高÷波長で、波形の急峻度を示すものをいう。 
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波がある。 

巻き波は、波形勾配の緩やかな沖波が海底勾配の急な海岸に進入すると起こり

やすくなる。 

河川流に逆らって進入するうねりは、逆流によって砕波波高が増大し、流れが

ない水域より河口付近の方が大きい波が起こることが多い。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

海図（Ｗ１１９７ 新潟港付近）、海上保安庁の情報及び地元漁船船長の口述に

よれば、次のとおりである。 

 (1) 阿賀野川は、北方に流れて日本海に注ぎ込んでおり、その河口から約６km

沖では水深が約５０ｍ、約２,４００ｍ沖では２０ｍ、約１,１００ｍ沖では

１０ｍ、約７００ｍ沖では５ｍ、約３００ｍ沖では２ｍとなっている。 

 (2) 阿賀野川河口付近は、川幅が約６００ｍあり、約２～３ノット(kn)の速さ

で流れているため、沖合から寄せる波と阿賀野川からの流れとがぶつかり合

い、波高が増大する。北から北東にかけての風、うねりがあると特に高波が

発生しやすい。 

 (3) 阿賀野川河口の流れは沖合に広がりながら流れたのち、新潟港（東港区）

に向かって流れており、その流速は強いところで約２kn である。 

 

２.８ 避難港 

 地元漁船船長の口述によれば、阿賀野川河川域内にある松浜漁港に係留している

漁船などは、阿賀野川河口付近の波が高いときには、同河口への入航を中止し、そ

の東北東方約４㎞にある新潟港（東港区南浜地区）、又は西方約５㎞にある新潟港

西区に避難することがあった。 

 

２.９ 類似の事故等 

 海上保安庁の情報によれば、阿賀野川河口付近の転覆事故は、過去に４件発生し

ており、いずれも沖合からの波を受けたものであった。また、本事故当日の０７時

４０分ごろ、阿賀野川河口の北東方約１０海里に位置する新潟県胎内市荒川河口に

おいて、モーターボートが転覆して乗船者３人が死亡した事故が発生していた。 

 

２.１０ 医学に関する情報 

 ＩＭＯ（国際海事機関）とＩＣＡＯ（国際民間航空機関）が共同して作成した「国

際航空海上捜索救助マニュアル（IAMSAR Manual）第Ⅲ巻 移動施設」（２００８年４

月８日 第２版発行 海文堂出版株式会社）によれば、海水温度１５～２０℃での生
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存可能時間は、特殊防護衣を着用していない場合、１２時間未満である。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

 ２.１から、本船は、船長及び同乗者２人が乗船して係留地を０５時３０分ごろ

出航し、阿賀野川河口沖の釣り場に向かったが、平成２１年６月１３日１５時２０

分ごろ同河口沖で転覆しているところを発見された。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

 ２.１から、本事故は、本船が係留地を出航した平成２１年６月１３日０５時

３０分ごろから、発見された１５時２０分ごろまでの間に、阿賀野川河口付近で

発生したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

２.４(1)から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

(2) 船舶の状況 

 ２.３から、本事故当時、船体及び船外機に不具合又は故障等はなかった

可能性があると考えられる。 

    

3.2.2 気象及び海象の状況 

   (1)  2.6.2 及び 2.6.3 から、本事故当日は、０５時過ぎから北～北東の風が吹

き、新潟港外港波浪観測塔付近においては、０６時ごろから１０時にかけて

波高が増大したものと考えられる。 

   (2) 2.6.4、2.6.7、２.７及び上記(1)から、阿賀野川河口付近においては、波

高約１.５～２ｍの急峻な波となって砕波していた可能性があると考えられ

る。 

   (3) 2.6.6 から、本事故発生海域の表面水温は約１８℃であったものと考えら

れる。 
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3.2.3 救命胴衣の着用状況 

   (1) ２.１及び 2.5.2 から、同乗者Ａは救命胴衣を着用した状態で発見され 

たが、船長及び同乗者Ｂが本事故発生時に救命胴衣を着用していたかどう

かについては、明らかにすることはできなかった。 

   (2) ２.２、2.5.2 及び上記(1)から、救命胴衣の着用の有無が被害の拡大に

どのように関与したかについて、明らかにすることはできなかった。 

   

3.2.4  事故発生に関する解析 

 ２.１、２.４、２.７～２.９、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、阿賀野川にある係留地から出航して阿賀野川河口沖の釣り場に

向かったものと考えられる。 

(2) 本事故発生海域の阿賀野川河口付近では、北～北東の風が吹き、波高１

ｍを超えるうねりが寄せ、０７時から１０時ごろにかけて、波高約１.５～

２ｍの急峻な波となって砕波していた可能性があると考えられる。 

(3) 本船は、阿賀野川河口付近の高まった波により転覆した可能性があると

考えられる。 

(4) 乗船者が救命胴衣を着用していたかどうか、また、救命胴衣着用の有無

が被害の拡大にどのように関与したか、明らかにすることはできなかっ 

た。 

(5) 本船は、阿賀野川河口付近に接近した際、同河口付近に高まった波を視

認した可能性があると考えられることから、同河口付近への進入を中断し

て新潟港（東港区南浜地区）などに避難していれば、本事故の発生を回避

できた可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、本船が、阿賀野川河口付近において、波高が高まるとともに急峻と  

なった波を受けたため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
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付図１ 阿賀野川河口付近（概略図） 
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写真１ 船体の状況（１） 

 

 

 

写真２ 船体の状況（２） 

 

 




